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条 例

○宮崎県情報公開条例及び宮崎県個人情報保護条

例の一部を改正する条例………………………………（総務課）１

○職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例…………………………………………………………（人事課）２

○公の施設に関する条例の一部を改正する条例…（行政経営課）４

○宮崎県における事務処理の特例に関する条例の

一部を改正する条例………………………………（ 〃 ）４

○「財政事情」の作成及び公表に関する条例の一

部を改正する条例………………………………………（財政課）５

○使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条

例…………………………………………………………（ 〃 ）５

○宮崎県税条例の一部を改正する条例…………………（税務課）６

○県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を

改正する条例……………………………………………（ 〃 ）７

○宮崎県における青少年の健全な育成に関する条

例の一部を改正する条例…………………………（青少年男女参画課）８

○国土交通省所管公共用財産管理条例の一部を改

正する条例…………………………………………（用地対策課）８

○宮崎県警察本部の内部組織に関する条例の一部

を改正する条例………………………………………（警察本部）８
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宮 崎 県 情 報 公 開 条 例 及 び 宮 崎 県 個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す

る 。
平 成 十 九 年 七 月 四 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 三 十 五 号

宮 崎 県 情 報 公 開 条 例 及 び 宮 崎 県 個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 宮 崎 県 情 報 公 開 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 宮 崎 県 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 十 一 年 宮 崎 県 条 例 第 三 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

第 七 条 第 二 号 ウ 中 「 及 び 日 本 郵 政 公 社 」 を 削 る 。

（ 宮 崎 県 個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 宮 崎 県 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 十 四 年 宮 崎 県 条 例 第 四 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

第 十 七 条 第 二 号 ウ 中 「 及 び 日 本 郵 政 公 社 」 を 削 る 。

条条 例例
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附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 十 九 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 十 九 年 七 月 四 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 三 十 六 号

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 宮 崎 県 条 例 第 四 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

第 八 条 の 二 第 一 号 中 「 懲 戒 免 職 の 処 分 」 の 下 に 「 （ 以 下 「 懲 戒 免 職 の 処 分 」 と い う 。 ）

」 を 加 え 、 同 条 第 四 号 中 「 刑 に 処 せ ら れ た も の 」 の 下 に 「 又 は 懲 戒 免 職 の 処 分 を 受 け た

も の 」 を 加 え る 。

第 八 条 の 三 第 一 項 中 「 職 員 で 当 該 支 給 日 の 前 日 ま で に 離 職 し た も の 」 を 「 者 」 に 改 め 、

同 項 各 号 中 「 離 職 し た 日 か ら 当 該 支 給 日 の 前 日 ま で の 間 」 を 「 当 該 支 給 日 の 前 日 ま で 」

に 改 め る 。

（ 知 事 等 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 知 事 等 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 八 年 宮 崎 県 条 例 第 十 七 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 第 四 項 中 「 退 職 し た 日 か ら 」 を 削 り 、 「 前 日 ま で の 間 」 を 「 前 日 ま で 」 に 改 め

る 。
（ 常 勤 の 監 査 委 員 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 常 勤 の 監 査 委 員 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 宮 崎 県 条 例 第 三 十 六

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 第 四 項 中 「 退 職 し た 日 か ら 」 を 削 り 、 「 前 日 ま で の 間 」 を 「 前 日 ま で 」 に 改 め
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る 。
（ 企 業 局 長 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 企 業 局 長 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 宮 崎 県 条 例 第 四 十 六 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 第 四 項 中 「 退 職 し た 日 か ら 」 を 削 り 、 「 前 日 ま で の 間 」 を 「 前 日 ま で 」 に 改 め

る 。
（ 教 育 長 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 教 育 長 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 二 年 宮 崎 県 条 例 第 三 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 第 四 項 中 「 退 職 し た 日 か ら 」 を 削 り 、 「 前 日 ま で の 間 」 を 「 前 日 ま で 」 に 改 め

る 。
（ 病 院 局 長 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 病 院 局 長 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 八 年 宮 崎 県 条 例 第 二 十 一 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 第 四 項 中 「 退 職 し た 日 か ら 」 を 削 り 、 「 前 日 ま で の 間 」 を 「 前 日 ま で 」 に 改 め

る 。
（ 病 院 事 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 七 条 病 院 事 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 十 八 年 宮 崎 県 条 例 第 二 十

二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 八 条 第 二 項 第 一 号 中 「 懲 戒 免 職 の 処 分 」 の 下 に 「 （ 以 下 「 懲 戒 免 職 の 処 分 」 と い

う 。 ） 」 を 加 え 、 同 項 第 四 号 中 「 刑 に 処 せ ら れ た も の 」 の 下 に 「 又 は 懲 戒 免 職 の 処 分 を

受 け た も の 」 を 加 え る 。

第 二 十 一 条 第 二 項 第 一 号 中 「 地 方 公 務 員 法 第 二 十 九 条 の 規 定 に よ る 」 を 削 る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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公 の 施 設 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 十 九 年 七 月 四 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 三 十 七 号

公 の 施 設 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

公 の 施 設 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 宮 崎 県 条 例 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 宮 崎 県 林 業 技 術 セ ン タ ー の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

宮 崎 県 に お け る 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 十 九 年 七 月 四 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 三 十 八 号

宮 崎 県 に お け る 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

宮 崎 県 に お け る 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 一 年 宮 崎 県 条 例 第 四 十 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 二 十 六 の 項 １ 中 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 四 号 ハ 、 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 四

号 ハ 」 を 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 五 号 ハ 、 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 五 号 ハ 」 に 改 め 、

同 項 ２ 中 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 五 号 ニ 、 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 五 号 ニ 」 を 「 第

三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 六 号 ニ 、 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 六 号 ニ 」 に 改 め る 。

附 則

宮 崎 県 川 南 遊

学 の 森

児 湯 郡 川 南 町 大

字 川 南 字 村 上 二

六 、 六 八 九 番 地

県 民 の 森 林 に 関 す る 知 識 及

び 技 術 の 修 得 並 び に 森 林 と

の ふ れ あ い の 場 を 提 供 す る

た め の 施 設
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こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 三 月 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 規 則 で 定 め る 日 か ら

施 行 す る 。

「 財 政 事 情 」 の 作 成 及 び 公 表 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 十 九 年 七 月 四 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 三 十 九 号

「 財 政 事 情 」 の 作 成 及 び 公 表 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

「 財 政 事 情 」 の 作 成 及 び 公 表 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 三 年 宮 崎 県 条 例 第 三 十 六 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 と い う 」 を 「 と い う 。 」 に 改 め る 。

第 二 条 第 一 項 中 「 五 月 一 日 及 び 十 一 月 一 日 」 を 「 六 月 及 び 十 二 月 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項

中 「 因 り 前 項 の 期 日 」 を 「 よ り 前 項 の 月 」 に 改 め る 。

第 三 条 第 一 項 中 「 五 月 一 日 」 を 「 六 月 」 に 、 「 且 つ 」 を 「 、 か つ 」 に 、 「 明 か 」 を 「 明

ら か 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 十 一 月 一 日 」 を 「 十 二 月 」 に 、 「 且 つ 」 を 「 、 か つ 」 に 、

「 明 か 」 を 「 明 ら か 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

使 用 料 及 び 手 数 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 十 九 年 七 月 四 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 四 十 号

使 用 料 及 び 手 数 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

使 用 料 及 び 手 数 料 徴 収 条 例 （ 平 成 十 二 年 宮 崎 県 条 例 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
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第 三 条 第 一 項 第 二 百 八 十 一 号 中 「 貸 金 業 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 五 十 八 年 法 律 第 三

十 二 号 。 以 下 「 貸 金 業 法 」 と い う 。 ） 」 を 「 貸 金 業 法 （ 昭 和 五 十 八 年 法 律 第 三 十 二 号 ） 」

に 改 め 、 同 項 第 四 百 五 十 一 号 中 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 四 号 ハ 若 し く は 第 六 十 二 条 の

三 第 四 項 第 十 四 号 ハ 」 を 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 五 号 ハ 若 し く は 第 六 十 二 条 の 三 第 四

項 第 十 五 号 ハ 」 に 改 め 、 同 項 第 四 百 五 十 二 号 中 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 五 号 ニ 若 し く

は 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 五 号 ニ 」 を 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 六 号 ニ 若 し く は 第 六

十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 六 号 ニ 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 の 百 四 十 四 の 六 の 項 中

「

」

を
「

」

に 改 め る 。
附 則

こ の 条 例 中 別 表 第 二 の 百 四 十 四 の 六 の 項 の 改 正 規 定 は 公 布 の 日 か ら 、 第 三 条 第 一 項 第 四

百 五 十 一 号 及 び 第 四 百 五 十 二 号 の 改 正 規 定 は 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 三 月 を 超 え な い 範 囲 内

に お い て 規 則 で 定 め る 日 か ら 、 第 三 条 第 一 項 第 二 百 八 十 一 号 の 改 正 規 定 は 公 布 の 日 か ら 起

算 し て 六 月 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

宮 崎 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 十 九 年 七 月 四 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

介 護 老 人 福 祉 施 設

介 護 老 人 保 健 施 設

五 万 円

五 万 円

四 万 五 千 円

四 万 五 千 円

五 万 円

同
同

同
同

同

五 万 円

五 万 円

介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス

介 護 保 健 施 設 サ ー ビ ス

訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン

通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン

介 護 療 養 施 設 サ ー ビ ス

同
同
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宮 崎 県 条 例 第 四 十 一 号

宮 崎 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

宮 崎 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 宮 崎 県 条 例 第 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 十 二 条 の 四 第 四 号 中 「 第 七 十 二 条 の 二 第 九 項 第 四 号 、 第 五 号 」 を 「 第 七 十 二 条 の 二

第 十 項 第 五 号 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

1 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

2 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 宮 崎 県 税 条 例 第 三 十 二 条 の 四 第 四 号 の 規 定 は 、 平 成 十 九 年 度

以 後 の 年 度 分 の 個 人 の 事 業 税 に つ い て 適 用 し 、 平 成 十 八 年 度 分 ま で の 個 人 の 事 業 税 に つ

い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

県 税 の 課 税 免 除 等 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 十 九 年 七 月 四 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 四 十 二 号

県 税 の 課 税 免 除 等 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

県 税 の 課 税 免 除 等 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 宮 崎 県 条 例 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 号 及 び 第 四 号 並 び に 第 六 条 第 一 号 中 「 平 成 十 九 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 二

十 一 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 県 税 の 課 税 免 除 等 の 特 例 に

関 す る 条 例 の 規 定 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。
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宮 崎 県 に お け る 青 少 年 の 健 全 な 育 成 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す

る 。
平 成 十 九 年 七 月 四 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 四 十 三 号

宮 崎 県 に お け る 青 少 年 の 健 全 な 育 成 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

宮 崎 県 に お け る 青 少 年 の 健 全 な 育 成 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 二 年 宮 崎 県 条 例 第 二 十 七 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 八 条 第 三 項 中 「 貸 金 業 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 」 を 「 貸 金 業 法 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 六 月 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 規 則 で 定 め る 日 か ら

施 行 す る 。

国 土 交 通 省 所 管 公 共 用 財 産 管 理 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 十 九 年 七 月 四 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 四 十 四 号

国 土 交 通 省 所 管 公 共 用 財 産 管 理 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

国 土 交 通 省 所 管 公 共 用 財 産 管 理 条 例 （ 平 成 十 二 年 宮 崎 県 条 例 第 二 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 一 項 中 「 第 十 八 条 第 三 項 」 を 「 第 十 八 条 第 六 項 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

宮 崎 県 警 察 本 部 の 内 部 組 織 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 十 九 年 七 月 四 日
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宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 四 十 五 号

宮 崎 県 警 察 本 部 の 内 部 組 織 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

宮 崎 県 警 察 本 部 の 内 部 組 織 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 六 年 宮 崎 県 条 例 第 十 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

第 五 条 各 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

一 刑 事 警 察 に 関 す る こ と 。

二 国 際 捜 査 共 助 に 関 す る こ と 。

三 犯 罪 統 計 に 関 す る こ と 。

四 暴 力 団 対 策 に 関 す る こ と 。

五 薬 物 及 び 銃 器 に 関 す る 犯 罪 の 取 締 り に 関 す る こ と 。

六 組 織 犯 罪 の 取 締 り に 関 す る こ と （ 他 の 部 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。

七 犯 罪 に よ る 収 益 の 移 転 防 止 に 関 す る こ と 。

八 犯 罪 鑑 識 及 び 科 学 捜 査 の 研 究 に 関 す る こ と 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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